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　令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務
特記仕様書

１　委託業務名
令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務

２　業務期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで

３　本業務の目的
本町では、高齢者の転入超過と若年層の転出超過により、高齢化が加速する状況にある。本事業では若者の転出超過の解消を第一義とし、その解決にあたってはプレイスアタッチメント（特定の場に対し関わりを増やすことで愛着を醸成すること）が有効な手段と考える。また若者に対して自己効力感の向上、すなわち役割や成長を実感できる機会が不足している。これは町外に住む若者に対しても同様であり、和気町と関わる若者を増やし、自己効力感を向上させる機会を設けることにより関係人口から転入という流れを構築する。
さらに、総合計画等の上位計画との整合を取り、地域と連携する形で本事業を推進することにより高い実効性を担保する。

４　委託業務内容
（１）調査・戦略策定、ロードマップの作成
（現状把握調査及び今後３年間を見据えた戦略策定・検証）
受託者は、移住定住の促進及び関係人口の拡大・深化に向け、EBPM（証拠に基づく政策立案）の観点や、近圏からの若者転入を促進する具体的なアイデアを取り入れた実効性の高い戦略を策定するとともに、事業期間を通じて継続的な検証・改善・評価を行う。
具体的な対象者や手法、策定内容については、受託者の提案により委託者と相談のうえ実施する。調査・計画策定に係る費用は全て受託者負担とする。

（２）ユースセンター設立支援（若者の関与と挑戦を具体化する拠点形成）
駅前等の利便性の高いエリアに、若者の居場所兼交流拠点となるユースセンターを設立し、若者の活動が継続的に生まれる基盤を整備するため、以下の内容を支援すること。

・行政委託費・補助金以外の財源確保を含む持続可能な運営手法の提案
・他地域の先行事例調査
・若者向け情報発信、活動可視化のためのSNS・WEB基盤、および転入相談用AIチャットボット等のデジタル環境構築・導入支援
・ワークショップや交流イベントの実施（2回程度）
・まちづくり団体等の設立・育成、持続可能な運営体制を構築


（３）実行体制の構築と専門人材活用（若者と地域をつなぐ推進エンジンの整備）
地域プロジェクトマネージャー若くは、事業全体に精通した外部専門人材を配置し、事業全体の企画・実行・管理を一体的に推進する。あわせて、既存の移住施策の方向性と整合をとるとともに、町が運営する公営塾や地元事業者等との連携を図り、有効に活用した連携体制を構築すること。これを通じて、若年層に対する「学び・挑戦・活躍」の機会を循環的に創出するため、以下の内容を支援する

・地域課題解決型イベント・ワークショップの企画運営や若者参画型プロジェクトの全体設計、進行管理（２回程度）
・公営塾や地元高校・県内大学と連携した探究型学習・地域プロジェクトの設計や塾生・若者が地域課題解決、プロモーションに関与する実践機会の提供
・若者や地域人材の登録制によるスキル、関心の可視化や地元事業者や地域団体との協働・参画機会のマッチング、空き家活用や住環境整備と連動した若年層ニーズに合致した関与機会の創出支援
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エ　Webサイト（LP）一式（デザイン・システム構築一式含む）及び各種SNSアカウントの譲渡 

５　その他
・本特記仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本業務履行上必要な基本事項に変更の必要が認められた場合は、委託者と受託者間で協議のうえ定めるものとする。
・本業務上知り得た行政及び個人の情報に関する秘密を委託者の許可なく他に利用し、又は第三者に漏洩・複写・閲覧・譲渡等をしてはならない。
・受託者は、作業の方法や順序及び作業実施に必要な事項について事前に打ち合わせを行い、作業を進めること。
・和気町の総合計画に対し深い知見を有すること。
・全国の事例収集ができる体制であること。
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